


三重の子どもたち、大人たちへ
～子どもたちの笑顔や子育ての喜びあふれる地域社会づくりに向けて～

「子どもは、一人ひとりかけがえのない存在である。」
平成 23 年４月に施行した三重県子ども条例はこの一文で始まります。子どもたちの笑顔や子育

ての喜びあふれる地域社会、これは私たちの願いです。

子どもを取り巻く環境は、インターネットの普及や生活スタイルの変化などによって複雑かつ多
様化しています。また、共働き世帯が増え、ひとり親家庭も増加するなど家族のあり方も多様化
し、地域の絆が薄れる中で、児童虐待の相談件数が増加傾向にあり、我が国の子どもの貧困率が
16.3％であるなど、子どもに関わるさまざまな問題が顕在化しています。

これらのことから県では、平成 27 年 3 月に、結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、すべ
ての子どもが豊かに育つことのできる三重をめざす「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」
を策定し、取組を進めています。

この「みえの子ども白書 2016」は、プランに基づくさまざまな取組の参考とするため、子ども
や保護者、県民の皆さんへのアンケート調査の結果を中心に作成しています。

私は、子どもが自分らしくいきいきと育つためには、子ども自身が夢や将来の希望を持ち、自分
を大切な存在であると信じることができる「自己肯定感」が何よりも大切であると思っています。

今回のアンケート調査から、「周囲の大人の関わり」と「子どもの自己肯定感」に関係があることや、
「さまざまな体験や経験」と「子どものコミュニケーション能力」に関係があることなどが見て取
れます。一方で、近所の子どもをほめたり、注意してくれる地域の大人が減り、子どもの育ちを見
守り、応援したいと思う大人の割合も減少しているという結果も出ています。

家族のあり方が多様化し、地域の絆が薄れている今だからこそ、家庭や地域、学校などにおける
周りの大人の関わりが、「子どもの育ち」にとってこれまで以上に重要になっていると思います。

この白書をご覧いただき、大人の皆さんには、子どもたちの笑顔あふれる地域社会づくりに向け
て、できることから行動していただきますようお願いします。

子どもたちには、みんなの幸せを願い、大切に思っている大人が周りにたくさんいることを知っ
てほしい、そして、夢や将来の希望を持って自分らしく生きてくれることを願います。
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はじめに
～「みえの子ども白書 2016」刊行にあたって～

平成 23 年４月１日に施行した三重県子ども条例（以下「条例」といいます。）は、「子
どもが豊かに育つことができる地域社会づくり」に向けて、地域のさまざまな主体がとも
に連携して取り組むために必要な事項を規定したものです。

条例の前文では、
「全ての子どもには自ら育つ力と多くの可能性があり、子どもは自分が受け止められ、

認められていると実感することで自己肯定感を高めることができる。また、子どもは、家
庭や学校を始めとする地域社会での経験を通して、人との様々な関わりや多様な価値観に
触れることで、人を思いやる心や自らの課題を乗り越える力を身に付けることができる。
そして、次の世代を大切に育てることのできる大人へと育っていく。そのために、人と人
とが強い絆で結ばれた地域社会を形成し、子ども一人ひとりが力を発揮して育つことがで
きる社会へと向かうことが求められている。」
としています。

また条例第 14 条では、
「知事は、子どもの生活に関する意識、実態その他のこの条例に基づき県が行う施策の

推進に必要な事項を調査し、その結果を公表するものとする。」としています。

地域の絆が薄れる中で、ひとり親家庭が増加するなど家族のあり方が多様化し、児童虐
待の相談件数が増加傾向にあるなど、子どもに関わるさまざまな問題が顕在化している現
状が、資料編のデータなどからも、改めて浮き彫りになっています。

県では、平成 27 年３月に策定した「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」に基
づき、結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、すべての子どもが豊かに育つことのでき
る三重をめざして、さまざまな取組を進めているところです。

本書は、平成27年度に県が実施したアンケート調査（子ども調査、保護者調査、県民調査）
の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、周りの大人の意識や地域社会の状況などにつ
いてまとめています。

特に、小学生や中学生、及びその保護者を対象とした調査については、市町毎に小・中
学校をそれぞれ１校ずつ抽出して調査の協力をお願いしたところであり、回答の中にはさ
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